


平成26年第１回定例会の概要

黒 石 市 議 会 だ よ り 平成 26 年６月１日（2）

平成 26 年度黒石市一般会計予算に対する討論

Ａ、反対の１つは消費税が全体に散りばめられ
ている事であります。税率が約８％に引き上げ
られるだけで約８兆円の大増税です。年金削
減、社会保障の負担、給付減合わせると 10 兆円
の大増税。
２つ目はＵＰる先生でありますが、習熟度別
の指導は馴染めない、学力を向上させたいので
あればクラスを少人数学級にするべきである。
３つ目は住宅リフォームは県の事業であり４
件しかないので、市民に応えていないので独自
のものを実施していただきたい。
４つ目は障害者雇用について欠員があるのに
補充していない。できるだけ早く対応しようと
する事が感じられない点から反対するものであ
ります。

Ｂ、市では避難場所である社会福祉センターに
太陽光発電機を設置しようとしている。維持管
理費 30 万円見込んでいるが、専門家が指摘す
るには 170 万円ぐらい必要との事であり、予想
以上に経費がかかる。よって予算に反対するも
のであります。

Ｃ、旧松の湯隣接の土地購入費 1,200 万円は計
画性が無いものであるとともに、まちづくりを
進める事との整合性はないという観点から反対
するものであります。

平成 26 年第１回定例会は、３月４日から３月 18 日までの 15 日間にわたって開かれ、市長提出の７報
告・80 議案、議員提出の５議案を、慎重な審議の上、いずれも原案どおり承認・可決・同意いたしました。
また３月４日に全議員で構成される予算特別委員会が設置され、委員長に大久保朝泰委員、副委員長に
工藤和行委員を選任し、平成 26 年度一般会計、各特別会計、各財産区会計、各事業会計予算の審査を行い
ました。
各議案の議決結果と各会派の賛否は次ページをご覧ください。
また、議会改革推進特別委員会と議会だより編集特別委員会の２つの特別委員会を設置しました。委員
会の構成は８Ｐに掲載しております。

反対討論

Ａ、新年度予算は財政調整基金を取り崩してい
るものの、財政健全化に向けての計画的なもの
であり、その取組みも着実に進展しているとこ
ろであります。
厳しい財政環境が続く中で、必要な社会資本
の整備や、市民サービスの向上などが盛り込ま
れており、評価できるものと思っております。
また、新規事業を初めとして、創意と工夫が感
じ取られ市民の福祉の向上が期待でき、消費税
の転換は国で決まっているものであります。
よって予算に賛成するものであります。

Ｂ、消費税関係に関しては、８％で徴収しなけ
ればならない。あらゆる産業に影響する。
再生エネルギーに関しては２億円が国の補助
金でありますので有効に使わなければならない
という観点から賛成するものであります。

Ｃ、松の湯の駐車場は隣地でもあり、ましてや
坪５万円以下という安価であるとともに、こみ
せに来た方々にも必要になる観点から賛成する
ものであります。

賛成討論

賛成多数により原案可決
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第１回定例会の報告・議決結果と各会派の賛否一覧（○は賛成、●は反対）

議員提出議案 「手話言語法（仮称）」の制定を求める意見書の提出について

障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、平成 23 年８月に成立した「改正障害
者基本法」では、「全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段につ
いての選択の機会が確保される」と定められました。
手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子供が手話を身につけ、手話で
学び、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした
「手話言語法（仮称）」の制定を求める意見書を全議員賛成で内閣総理大臣へ提出しました。

番 号 会 派 名
件 名

自民・公明
ク ラ ブ

黒 石 市 民
ク ラ ブ

日 本
共 産 党 議 決 結 果

報告第１号 平成 25 年度黒石市水道事業会計補正予算（第２号）
について ○ ○ ○ 承 認

報告第２号 平成 25 年度黒石市一般会計補正予算（第７号）に
ついて ○ ○ ○ 承 認

報告第３号
から

報告第７号
権利の放棄について ○ ○ ○ 報 告

議案第１号
から

議案第４号

黒石市固定資産評価審査委員会条例、黒石市情報公
開条例、黒石市国民保護協議会条例、黒石市特別職
の職員の給料等に関する条例等の一部を改正する
条例制定について

○ ○ ○ 原案可決

議案第５号 黒石市一般職職員の給与の特例に関する条例の一
部を改正する条例制定について ○ ○ ● 原案可決

(起立多数)
議案第６号
から

議案第８号

黒石市ひとり親家庭等医療費給付条例、黒石市落合
共同浴場条例、黒石市火入れに関する条例の一部を
改正する条例制定について

○ ○ ○ 原案可決

議案第９号 黒石市沖揚平交流センター条例を廃止する条例制
定について ○ ○ ○ 原案可決

議案第 10 号
から

議案第 12 号

黒石市道路占用料徴収条例、黒石市営住宅管理条
例、黒石市消防団員の定員、任免、給与、服務等に
関する条例の一部を改正する条例制定について

○ ○ ○ 原案可決

議案第 13 号
から

議案第 45 号

黒石市行政財産の使用料徴収条例、黒石市老人福祉
センター条例、黒石市姥懐霊園墓地条例、黒石市農
村活性化施設条例、黒石市花巻村づくりセンター条
例、黒石市袋生活改善センター条例、黒石市小屋敷
集落研修センター条例、黒石市派村集落研修セン
ター条例、黒石市高賀野集落農業研修センター条
例、黒石市農村環境改善センター条例、黒石市農業
集落排水処理施設条例、黒石市有機物資源活用セン
ター条例、黒石市産業会館条例、津軽伝承工芸館条
例、津軽こけし館条例、黒石市虹の湖公園管理条例、
津軽こみせ駅条例、黒石市都市公園条例、黒石市下
水道条例、黒石市立学校使用料条例、黒石市民文化
会館条例、黒石市婦人会館条例、黒石市勤労青少年
ホーム条例、黒石市立公民館条例、黒石市西部地区
センター条例、スポカルイン黒石条例、黒石市中央
スポーツ館条例、黒石市立武道場条例、黒石市北地
区小体育館条例、黒石市上水道事業給水条例、黒石
市簡易水道事業給水条例、黒石市温泉供給事業条
例、黒石市国民健康保険黒石病院事業使用料及び手
数料条例の一部を改正する条例制定について

○ ○ ● 原案可決
(起立多数)
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番 号 会 派 名
件 名

自民・公明
ク ラ ブ

黒 石 市 民
ク ラ ブ

日 本
共 産 党 議 決 結 果

議案第 46 号
から

議案第 48 号

黒石市水道事業の設置等に関する条例、黒石市下水
道事業の設置等に関する条例、黒石市国民健康保険
黒石病院事業の設置及び経営の基本に関する条例
の一部を改正する条例制定について

○ ○ ○ 原案可決

議案第 49 号 権利の放棄について ○ ○ ○ 原案可決

議案第 50 号 市道の路線認定について ○ ○ ○ 原案可決

議案第 51 号 災害復旧事業の施工について ○ ○ ○ 原案可決

議案第 52 号 教育委員会委員の任命について ○ ○ ○ 同 意
議案第 53 号
から

議案第 56 号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつ
いて ○ ○ ○ 同 意

議案第 57 号 平成 25 年度黒石市一般会計補正予算（第８号） ○ ○ ○ 原案可決

議案第 58 号 平成 25 年度黒石市国民健康保険特別会計補正予算
（第３号） ○ ○ ○ 原案可決

議案第 59 号 平成 25 年度黒石市後期高齢者医療特別会計補正予
算（第２号） ○ ○ ○ 原案可決

議案第 60 号 平成 25 年度黒石市介護保険特別会計補正予算（第
３号） ○ ○ ○ 原案可決

議案第 61 号 平成 25 年度黒石市国民健康保険黒石病院事業会計
補正予算（第２号） ○ ○ ○ 原案可決

議案第 62 号 平成 25 年度黒石市下水道事業会計補正予算（第２
号） ○ ○ ○ 原案可決

議案第 63 号 平成 26 年度黒石市一般会計予算 ○ ● ● 原案可決
(起立多数)

議案第 64 号
から

議案第 67 号

平成 26 年度黒石市国民健康保険、黒石市後期高齢
者医療、黒石市姥懐霊園墓地、黒石市介護保険特別
会計予算

○ ○ ● 原案可決
(起立多数)

議案第 68 号 平成 26 年度黒石市観光施設事業特別会計予算 ○ ○ ○ 原案可決
議案第 69 号
から

議案第 71 号
平成 26 年度黒石市簡易水道、黒石市温泉供給事業、
黒石市農業集落排水事業特別会計予算 ○ ○ ● 原案可決

(起立多数)

議案第 72 号 平成 26 年度黒石市土地取得特別会計予算 ○ ○ ○ 原案可決
議案第 73 号
から

議案第 75 号
平成 26 年度黒石市国民健康保険黒石病院事業、黒
石市水道事業、黒石市下水道事業会計予算 ○ ○ ● 原案可決

(起立多数)

議案第 76 号
から

議案第 80 号

平成 26 年度黒石市中川財産区、黒石市上十川財産
区、黒石市追子野木財産区、黒石市温湯財産区、黒
石市袋財産区会計予算

○ ○ ○ 原案可決

議員提出
議案第１号 黒石市議会基本条例制定について ○ ○ ○ 原案可決

議員提出
議案第２号

黒石市議会政務活動費の交付に関する条例制定に
ついて ○ ○ ○ 原案可決

議員提出
議案第３号

黒石市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する
条例の一部を改正する条例制定について ○ ○ ○ 原案可決

議員提出
議案第４号

黒石市議会会議規則の一部を改正する規則制定に
ついて ○ ○ ○ 原案可決

議員提出
議案第５号

「手話言語法（仮称）」の制定を求める意見書の提
出について ○ ○ ○ 原案可決
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中
田

な
か
た

博
文

ひ
ろ
ふ
み

議
員

自
民
・
公
明
ク
ラ
ブ

黒
石

く
ろ
い
し

ナ
ナ
子

な
な
こ

議
員

自
民
・
公
明
ク
ラ
ブ

工
藤

く
ど
う

和
行

か
ず
ゆ
き

議
員

自
民
・
公
明
ク
ラ
ブ

問

平
成
26
年
度
予
算
に
つ
い
て
、
予
算
編
成
は
財
政

的
に
ど
う
な
の
か
、
財
政
負
担
増
の
理
由
は
。

答

国
は
地
方
税
収
は
増
え
る
と
し
、
地
方
交
付
税
、

臨
時
財
政
対
策
債
を
抑
制
し
、
一
般
財
源
の
総
額
を
確

保
し
た
と
し
て
い
ま
す
。
市
の
予
算
で
は
税
収
・
臨
時

財
政
対
策
債
等
が
減
少
し
、
税
率
引
き
上
げ
に
よ
る
地

方
消
費
税
交
付
金
は
増
額
に
な
り
ま
す
が
、
交
付
時
期

の
ず
れ
に
よ
り
26
年
度
は
一
部
し
か
反
映
さ
れ
な
い
見

込
み
で
す
。
歳
出
増
の
主
要
因
は
旧
松
の
湯
再
生
事
業

や
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
等
の
大
型
事
業
で
す
が
、

国
等
の
補
助
金
や
基
金
を
活
用
し
財
源
を
確
保
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
扶
助
費
は
伸
び
る
一
方
で
あ
り
、
消
費
税

率
の
引
上
げ
や
電
気
料
・
燃
料
費
の
高
騰
に
よ
る
物
件

費
の
増
も
要
因
で
す
。

問

小
・
中
学
校
適
正
配
置
に
つ
い
て
、
統
合
の
枠
組

み
を
平
成
26
年
度
中
に
明
確
に
す
る
と
い
う
が
、
そ
の

為
に
ど
の
よ
う
な
進
め
方
を
す
る
の
か
。

答

各
地
区
協
議
会
と
協
議
し
、
実
施
に
向
け
枠
組
み

や
送
迎
の
運
行
基
準
等
を
盛
り
込
ん
だ
適
正
配
置
実
施

計
画
案
を
作
成
し
ま
す
。
そ
の
後
、
範
囲
を
広
げ
た
地

区
説
明
会
を
実
施
し
、
市
民
の
意
見
を
集
約
し
た
適
正

配
置
実
施
計
画
を
策
定
し
ま
す
。

問

市
制
施
行
60
周
年
に
向
け
て
、
新
た
に
市
内
の
優

れ
た
景
観
、
歴
史
文
化
遺
産
、
市
民
が
誇
れ
る
風
景
等
を

広
く
市
民
か
ら
募
集
し
、
そ
れ
ら
を
指
定
す
る
な
ど
景

観
の
保
存
に
向
け
た
事
業
は
実
施
で
き
な
い
か
。

答

市
制
60
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
、
今
昔
写

真
の
展
示
及
び
写
真
集
作
成
を
考
え
て
い
ま
す
。
今
昔

写
真
を
市
民
等
か
ら
募
集
し
デ
ー
タ
化
し
て
保
存
し
、

記
録
写
真
集
も
作
成
予
定
で
す
。

問

明
暦
よ
り
神
職
の
俸
禄
と
し
て
中
野
神
社
へ
社
寺

禄
高
44
万
５
斗
が
下
賜
せ
ら
れ
て
か
ら
現
在
31
代
目
で
、

13
代
か
ら
16
代
に
か
け
て
検
非
違
使
庁
長
官
で
あ
る
別

当
が
置
か
れ
た
。
悠
久
の
歴
史
が
あ
る
里
山
文
化
と
黒

石
に
点
在
す
る
社
寺
な
ど
を
あ
わ
せ
遺
産
登
録
し
、
さ

ら
な
る
観
光
振
興
が
で
き
な
い
か
。

答

所
有
者
の
同
意
が
得
ら
れ
た
場
合
に
は
、
古
文
書

等
の
調
査
・
研
究
に
よ
る
事
実
確
認
を
経
て
、
周
知
方
法

を
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問

南
中
野
町
内
を
流
れ
て
い
る
田
山
堰
の
水
を
冬
期

間
、
流
雪
溝
と
し
て
活
用
で
き
な
い
も
の
か
。

答

現
在
の
整
備
計
画
に
め
ど
が
立
っ
た
段
階
で
要
望

の
あ
る
他
の
地
区
と
も
併
せ
て
検
討
し
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

問

市
民
文
化
会
館
一
部
再
開
の

見
通
し
に
つ
い
て
、
平
成
19
年
９

月
議
会
に
て
平
成
20
年
か
ら
休
館

に
す
る
と
の
声
明
が
あ
り
、
平
成

26
年
度
で
７
年
目
に
な
る
。
市
の

基
金
が
９
億
円
あ
っ
た
と
き
は
、

一
部
再
開
は
か
な
う
と
思
っ
た
が

か
な
わ
な
か
っ
た
。
今
基
金
は
減

少
し
て
お
り
平
成
27
年
度
の
一
部

再
開
も
か
な
わ
な
い
と
思
う
が
。

答

平
成
26
年
度
は
市
税
の
落
ち
込
み
等
に
よ
り
一
般

財
源
が
減
少
し
、
再
開
の
た
め
の
財
源
確
保
は
困
難
で

あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
後
の
運
営
費
の
確
保
も
難
し
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
27
年
度
の
財
政
健
全
化
が

市
の
最
重
要
課
題
で
あ
り
、
現
時
点
で
は
一
部
再
開
の

時
期
は
明
言
で
き
ま
せ
ん
。

問

短
命
市
返
上
に
向
け
て
の
市
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
、
が
ん
予
防
や
健
康
検
診
等
は
最
低
限
必
要
だ
が
、
高

齢
者
に
生
き
が
い
を
持
た
せ
る
こ
と
や
、
食
の
管
理
、
運

動
の
推
進
を
含
め
市
民
の
健
康
、
平
均
寿
命
を
延
ば
す

た
め
に
市
役
所
内
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
編
成
し

て
ほ
し
い
。

答

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
編
成
は
今
す
ぐ
に
は
難

し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
た
だ
、
職
員
が
健
康
づ
く
り

に
関
し
、
市
民
に
ア
ド
バ
イ
ス
が
で
き
る
よ
う
に
努
力

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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大
溝

お
お
み
ぞ

雅
昭

ま
さ
あ
き

議
員

自
民
・
公
明
ク
ラ
ブ

今
井

い
ま
い

敬 た
か
し

議
員

自
民
・
公
明
ク
ラ
ブ

工
藤

く
ど
う

俊
広

と
し
ひ
ろ

議
員

自
民
・
公
明
ク
ラ
ブ

問

平
成
26
年
度
主
要
施
策
の
空
き
店
舗
対
策
事
業
、

地
元
産
業
魅
力
度
ア
ッ
プ
事
業
、算
数
・
数
学「
Ｕ
Ｐ
る
」

事
業
の
内
容
は
。

答

空
き
店
舗
対
策
の
家
賃
補
助
を
拡
充
し
、
改
装
費

補
助
を
新
設
し
ま
し
た
。

中
小
企
業
者
等
が
、
県
外
の
商
談
会
に
出
展
す
る
た

め
の
出
展
料
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

学
習
意
欲
向
上
と
算
数
・
数
学
の
学
習
内
容
の
定

着
の
た
め
に
指
導
員
を
派
遣
し
、
少
人
数
指
導
、
個

別
指
導
を
行
い
ま
す
。
教
師
の
指
導
力
強
化
も
図

り
ま
す
。

問

黒
石
市
景
観
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
と
、
黒
石
市

景
観
計
画
策
定
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
。

答

基
調
講
演
、
各
事
業
の
発
表
、
こ
み
せ
再
生
提
案

の
発
表
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
い
市
内
外

か
ら
１
２
０
人
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

黒
石
ら
し
い
景
観
の
保
全
の
た
め
に
26
年
度
制
定
し

27
年
度
の
運
用
を
考
え
て
い
ま
す
。

問

ア
メ
リ
カ
シ
ロ
ヒ
ト
リ
の
被
害
と
対
策
は
。

答

市
の
管
理
す
る
樹
木
や
街
路
樹
の
他
、
13
校
１

公
民
館
で
被
害
が
あ
り
、
対
策
を
し
ま
し
た
。
市
民

か
ら
は
13
件
の
苦
情
が
あ
り
ま
し
た
。
タ
イ
ム
リ
ー

な
情
報
を
市
の
広
報
誌
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で

発
信
し
ま
す
。

問

こ
み
せ
の
再
生
や
、
ま
ち
な
か
活
性
化
を
強
化
し

て
い
く
べ
き
と
思
う
が
ど
う
か
。

答

財
政
再
建
の
観
点
か
ら
、
こ
み
せ
の
再
生
に
踏
み

込
め
な
か
っ
た
現
状
が
あ
り
ま
し
た
。
今
後
、
活
性
化

を
強
化
し
て
い
く
為
に
ま
ち

づ
く
り
に
特
化
し
た
ま
ち
づ

く
り
係
を
新
た
に
設
置
し
、

関
係
者
と
の
連
携
の
強
化
を

深
め
観
光
拠
点
、
防
災
、
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
な
ど
、

包
括
的
に
ま
ち
な
か
の
再
生

と
活
性
化
の
取
り
組
み
を
強

化
し
ま
す
。

問

健
康
長
寿
の
取
り
組
み
の
強
化
を
先
進
地
の
東
海

市
に
学
ぶ
べ
き
で
は
な
い
か
。

答

全
庁
的
な
取
り
組
み
に
な
る
事
か
ら
、
研
究
を
進

め
た
い
の
で
時
間
が
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

問

消
費
税
の
引
き
上
げ
に
伴
い
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
な
ど

の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
化
へ
の
取
り
組
み
を
行
う
べ
き
で
あ

る
と
思
う
が
ど
う
か
。

答

今
年
度
予
算
で
は
光
熱
費
な
ど
が
約
17
％
の
増
、

燃
料
費
が
約
16
％
の
増
額
と
見
込
ん
で
い
ま
す
。
初
期

投
資
の
費
用
と
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
な
ど
に
よ
る
効
果
を
直
ち

に
試
算
し
26
年
度
で
調
査
し
、
27
年
度
に
は
反
映
さ
せ

た
い
と
思
い
ま
す
。

問

格
差
社
会
の
影
響
で
地
方
公
務
員
も
非
正
規
職
員

（
臨
時
職
員
）
が
増
大
し
て
い
る
中
、
当
市
の
臨
時
職
員

数
と
労
働
条
件
の
違
い
は
。

答

２
０
１
２
年
度
で
臨
時
職
員
は
28
名
、
パ
ー
ト
職
員

40
名
で
正
職
員
と
の
割
合
は
全
国
平
均
16
・
３
％
に
対
し

黒
石
市
は
12
・
９
％
と
な
っ
て
お
り
、
30
代
平
均
で
正
職

員
給
料
23
万
７
千
円
、
一
般
事
務
の
臨
時
職
員
賃
金
は

12
万
２
千
円
、
同
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
賃
金
は
10
万
１
千

円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

問

近
年
行
政
の
組
織
改
革
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
人
事
異
動
の
ポ
イ
ン
ト
は
何
か
、
ま
た
、
昇
任
試
験

制
度
を
導
入
し
て
は
ど
う
か
。

答

組
織
の
活
性
化
と
効
率
的
な
人
材
育
成
が
主

た
る
目
的
で
あ
り
、
適
材
適
所
の
人
事
配
置
が
必
要

で
す
。
昇
任
試
験
は
い
ま
の
と
こ
ろ
考
え
て
い
ま

せ
ん
。

問

国
の
教
育
委
員
会
制
度
改
革
に
対
す
る
教
育
長
の

見
解
は
。
学
力
テ
ス
ト
の
学
校
別
公
開
に
つ
い
て
の
見

解
は
。

答

現
在
国
政
で
議
論
さ
れ
て
お
り
、
私
の
意
見
は
差

し
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

学
力
テ
ス
ト
学
校
別
公
開
に
つ
い
て
は
、
学
校
の
序

列
化
や
過
度
な
競
争
な
ど
の
悪
影
響
が
予
想
さ
れ
る
た

め
公
表
を
行
う
予
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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【福島県大内宿 視察目的「伝建群の町並み保存の状況」について】
南会津の山中にある大内宿は、全長約 450ｍ

の往還の両側に寄棟造の民家が建ち並び、江戸
時代には「半農半宿」の宿場でした。
現在でもその雰囲気をよく残し、田園の中の
旧街道沿いに 30 軒以上の茅葺き屋根の民家が
並ぶ様子は極めて珍しく、100 万人以上の観光
客が訪れ賑わいを見せています。
黒石市ももっと伝建群を活かす必要性を感じ

ました。

【福島県庁 視察目的「原発事故対策」について】
福島県庁では、３年が経過した後の避難の状況・課題、原発事故を教訓とし

た立地県がすべき原発事故対策についての研修を行いました。
現在でも、約 13 万人が避難生活を続けており、担当課長から｢原発事故の被

害の大きさ、深刻さ、時間の長さ、影響の大きさなど計り知れないことが、現
実に起こっている｣と復興の終息がなかなか見えない状況について説明を受け
ました。これからも県民の安心・安全のために全力を尽くしていきたいとの
強いメッセージを受け、我が会派もできる限りの協力をしていきたいと思い
ます。

問

介
護
保
険
制
度
見
直
し
へ
の
対
応
は
。

答

現
状
の
サ
ー
ビ
ス
を
極
力
維
持
し
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
年
金
収
入
額
２
８
０
万
円
以
上
で
サ
ー
ビ

ス
は
２
割
負
担
と
な
り
、
黒
石
市
は
１
０
０
人
ほ
ど
が

対
象
と
な
り
ま
す
。

問

健
康
増
進
の
取
り
組
み
は
。

答

特
定
健
診
の
結
果
で
運
動
メ
ニ
ュ
ー
や
食
事
メ

ニ
ュ
ー
の
指
導
実
施
は
検
討
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
市

内
の
食
事
処
に
カ
ロ
リ
ー
計
算
し
た
メ
ニ
ュ
ー
を
出
せ

る
よ
う
、
早
い
機
会
に
関
係
機
関
、
事
業
者
さ
ん
と
協
議

し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

問

子
ど
も
の
医
療
費
無
料
化
の

対
象
を
広
げ
る
考
え
は
。

答

で
き
る
だ
け
広
げ
た
い
が
現

状
で
は
就
学
前
ま
で
し
か
で
き
て

お
り
ま
せ
ん
。
他
市
と
比
べ
て
所

得
制
限
を
な
く
し
て
実
施
し
て
い

ま
す
。

問

障
が
い
者
の
雇
用
と
、
ろ
う
あ
者
等
の
た
め
の
耳

マ
ー
ク
の
窓
口
表
示
を
で
き
な
い
か
。

答

黒
石
公
共
職
業
安
定
所
管
内
の
障
が
い
者
雇
用
率

は
２
・
２
７
％
と
な
っ
て
お
り
、
市
役
所
の
障
が
い
者
雇

用
数
は
１
・
８
４
％
で
２
人
不
足
と
な
っ
て
い
ま
す
。

耳
マ
ー
ク
の
表
示
は
早
め
に
実
施
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

工
藤

く
ど
う

禎
子

て
い
こ

議
員

日
本
共
産
党

【黒石市バイオ技術センターの調査】
黒石市バイオ技術センターは、平成４年４月に設立され、観賞用りんご
の育成、ねぎ・アスパラガス等の優良種苗生産にバイオテクノロジーを活
用し、取り組んできました。
しかし、平成 20 年度からは常駐しておらず、実質活用されていません。
国の補助事業のため活用には制約があるものの、建物の耐用年数はあと 25
年あることから、利活用をもっと研究してはどうかと委員から意見が出さ
れました。

【中心商店街空き店舗の調査】
平成 26 年度重点事業の中の新規事業で

「商店街空き店舗対策事業」が実施される
ことに伴って、空き店舗の状況把握をしま
した。
一番町通り、こみせ通り、横町の各商店
街の調査では、空き店舗数は平成 25 年に
40 件ありました。
営業不振、後継者不在で閉店が多く、建
物の老朽化が目立ちました。
今後の事業に期待します。

経済建設常任委員会
活 動 報 告
４月 23 日視察実施

委 員 長 今井 敬
副委員長 工藤 禎子
委 員 中田 博文
〃 村上 啓二
〃 工藤 和子

●議員活動報告
自民・公明クラブ
村上 隆昭・工藤 俊広
北山 一衛・大溝 雅昭
大久保朝泰・工藤 和行
中田 博文・村上 啓二
今井 敬・黒石ナナ子

視察先
福島県大内宿
福島県庁
（４月 15、16 日）

( )
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編
集
後
記

昨
年
黒
石
市
議
会
だ
よ
り
が
ス
タ
ー

ト
し
、
昨
年
度
は
４
回
の
発
行
を
い
た

し
ま
し
た
。
今
年
度
は
、
委
員
会
の
人

数
、
メ
ン
バ
ー
も
少
し
変
わ
り
、
２
年

目
の
新
し
い
ス
タ
ー
ト
を
切
り
、
第
５

号
を
発
刊
い
た
し
ま
し
た
。

最
初
の
年
は
、
ホ
ッ
プ
・
ス
テ
ッ
プ
・

ジ
ャ
ン
プ
の
ホ
ッ
プ
の
年
で
し
た
。
何

を
伝
え
る
か
、
基
本
を
押
さ
え
な
が
ら

と
に
か
く
地
面
か
ら
飛
び
上
が
る
ス

タ
ー
ト
の
年
で
し
た
。
今
年
は
ス
テ
ッ

プ
の
年
、
よ
り
多
く
の
人
に
見
て
も
ら

う
た
め
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
け
れ
ば
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

議
会
報
告
会
の
開
催
、
議
会
基
本
条

例
の
制
定
と
合
わ
せ
て
、
黒
石
市
議
会

の
改
革
は
着
実
に
進
ん
で
い
ま
す
。
議

会
の
中
身
も
一
問
一
答
の
導
入
等
変
化

し
て
ゆ
く
予
定
で
す
の
で
、
み
な
さ
ん

傍
聴
し
に
来
て
く
だ
さ
い
。大

溝

雅
昭

議
会

だ
よ
り

編
集

委
員

会

委
員
長

大

溝

雅

昭

副
委
員
長

工

藤

和

行

委

員

中

田

博

文

委

員

工

藤

和

子

委

員

佐
々
木

隆

委

員

黒

石

ナ
ナ
子

お
問

い
合

わ
せ
先

黒
石
市
議
会
事
務
局

黒
石
市
大
字
市
ノ
町
11
番
地
１
号

電

話
０
１
７
２－

52－

２
１
２
９

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
１
７
２－

53－

７
４
１
０

〒036-0396



「議会基本条例について」
黒石市議会は、平成 26 年第一回定例会において議会基本条例を全議員による議員提出議案として可
決・制定しました。
平成 23 年 12 月に議会改革推進委員会を設置し、議会改革に取り組み、議会報告会の開催、議会だより
の発行をしてきました。議会改革の一環として、議会の基本理念、議員の活動原則等を明記した条例
が必要であるとの思いで基本条例を作成することになり、およそ１年をかけ、制定の運びとなりまし
た。青森県内市町村において４番目（青森市、むつ市、野辺地町に次いで）の制定であります。
この条例は、前文、第１章から第８章、第１条から第 22 条で構成されています。
前文では、まず、いずれも市民の直接選挙により選ばれた議員と市長とが、それぞれ独立の立場にお
いて相互に牽制し、その均衡と調和の上に地方公共団体が運営されるという「二元代表制」のもとで、
議会が、法により付与された権能を十分に活用しながら、市長とともに地方自治の本来の趣旨を実現
するものであることを確認しています。また、地方分権の進展に伴い、議事機関としての議会に課せ
られた使命がどのようなものとなっているかを明らかにしています。前文の結びでは、黒石市議会が
市民の負託に全力で応えるために、この条例を制定することを宣言しています。
次号では、議会基本条例第１章総則、第１条から報告してまいりたいと思います。

●
常
任
委
員
会

議
案
等
を
審
査
す
る
た
め

に
総
務
教
育
常
任
委
員
会
、

経
済
建
設
常
任
委
員
会
、
民

生
福
祉
常
任
委
員
会
の
３
つ

の
委
員
会
が
設
置
さ
れ
各
議

員
は
必
ず
い
ず
れ
か
の
委
員

会
に
属
し
て
い
ま
す
。

●
議
会
運
営
委
員
会

議
会
が
円
滑
に
運
営
で
き

る
よ
う
、
会
議
の
進
め
方
な

ど
を
協
議
す
る
た
め
必
要
に

応
じ
て
開
か
れ
ま
す
。

●
特
別
委
員
会

黒
石
市
に
は
、
予
算
、
決
算

特
別
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
平
成
26
年
第

１
回
定
例
会
で
議
会
改
革
推

進
特
別
委
員
会
と
議
会
だ
よ

り
編
集
特
別
委
員
会
と
い
う

２
つ
の
特
別
委
員
会
が
加
わ

り
ま
し
た
。

議会改革推進特別委員会（６人） 議会だより編集特別委員会（６人）

委 員 長
副 委 員 長
委 員

〃
〃
〃

工 藤 俊 広
大久保 朝 泰
村 上 隆 昭
山 田 鉱 一
佐々木 隆
今 井 敬

委 員 長
副 委 員 長
委 員

〃
〃
〃

大 溝 雅 昭
工 藤 和 行
中 田 博 文
工 藤 和 子
佐々木 隆
黒 石 ナナ子


